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登
山
シ
ー
ズ
ン
の
到
来
を
告
げ
る
、

宝
仏
山
（
標
高
１
０
０
５
ｍ
）
の
登
山

道
開
き
（
ご
う
ぎ
ん
す
ぎ
の
子
会
主
催
）

が
、
4
月
29
日
、
登
山
道
入
口
の
町
歴

史
民
俗
資
料
館
前
で
開
か
れ
ま
し
た
。

　

同
会
で
は
、
4
月
19
日
に
登
山
道
整

備
を
行
い
、
積
雪
な
ど
で
倒
れ
た
木
を

取
り
除
い
た
り
、
生
い
茂
っ
た
草
を
刈

る
な
ど
、
登
山
客
を
迎
え
る
準
備
を
し

て
き
ま
し
た
。

　

当
日
は
あ
い
に
く
の
曇
り
空
で
し
た

が
、
神
事
が
行
わ
れ
、
こ
れ
か
ら
訪
れ

る
登
山
客
ら
の
安
全
を
祈
り
ま
し
た
。

山
の
平
和
と
安
全
を
願
う

宝
仏
山
登
山
道
開
き

登山客と宝仏山の安全を祈願
　

毎
年
恒
例
の
つ
つ
じ
ま
つ
り
（
町
観

光
協
会
主
催
）
が
、
4
月
8
日
か
ら
29

日
ま
で
開
か
れ
、
多
く
の
人
出
で
に
ぎ

わ
い
ま
し
た
。

　

公
園
内
に
は
、
無
数
の
ミ
ツ
バ
ツ
ツ

ジ
と
八
重
桜
が
咲
き
乱
れ
、
そ
の
競
演

を
楽
し
も
う
と
、
期
間
中
に
多
く
の
行

楽
客
が
訪
れ
ま
し
た
。

　

公
園
内
で
は
、セ
ル
プ
ひ
の
の
バ
ザ
ー

や
屋
台
な
ど
が
出
店
。
行
楽
客
は
、
ピ

ン
ク
色
に
染
ま
っ
た
公
園
内
を
散
策
す

る
な
ど
、
楽
し
い
時
間
を
過
ご
し
て
い

ま
し
た
。

鮮
や
か
な
ツ
ツ
ジ
と
新
緑
に
囲
ま
れ
て

滝
山
公
園
つ
つ
じ
ま
つ
り

色鮮やかなツツジが美しく咲き誇る

（福岡県出身 /菅福元気邑）
眞
ま さ き

崎　愛
あ い

　8年ほど前、地域おこし協力隊として日野町で活動し
ていましたが、この度、再び協力隊員として戻ってきま
した。当時より人もモノも、にぎやかになったように感
じています。
　日野町に来るまでは、大分で竹細工をしていました。
その経験を活かし、竹細工を通じた町おこしをしようと
考えています。上手く作ることが目標ではなく、「自分の
手を動かす過程を味わい楽しむ」ことを、地域の人と探
究していきます。
　竹細工教室のほか、私も皆さんから教わりたいことが
たくさんあるので、お互いに教え教えられながら、もの
づくりの幅が拡がっていく拠点をつくりたいです。

＜業務内容＞
▼高齢者支援
▼竹細工を通じた町おこし　等

New member 
introduction
5月から新たに地域おこし協力隊として、
眞崎愛さんが仲間入り！

＜趣味・特技＞
▼ギター（練習中！）　▼落書き、ゴミで工作
▼ニワトリを飼いはじめました！
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区　分 土地の使い方と面積 固定資産税

住宅用地
小規模住宅用地

住宅やアパートの敷地
200 ㎡以下 価格× 1/6 ×税率

一般住宅用地 200 ㎡超え 価格× 1/3 ×税率

非住宅用地 空き地や店舗、事務所などの敷地 価格×税率

　住宅を壊した場合、その住宅分の税金はなくなりますが、土地の税金はもとに戻る（上がる）ことになりま
すので、固定資産税が上がることもあります。なお、住宅用地の特例には申告が必要となります。

♦家屋（車庫や物置なども含む）を取り壊したり、新築・増築をした場合、町への届け出が必要です。
　また、土地の利用状況などに変更（例：畑の一部を駐車場に利用など）がある場合も同様に届け出が必要です。
該当する場合は必ず下記担当へご連絡ください。届け出がないと、誤った固定資産税が賦課される場合があり
ますので、必ず届け出をしてください。

不明な点やわからない点があれば、下記まで問い合わせをお願いします。

【問合せ先】役場住民課　固定資産税担当（電話 72-0333）

【住宅用地の特例】

　住宅が建っている土地は、建物がない土地や、店舗・事務所などの
建っている土地に比べ税金が安くなっています。

住宅用地の特例、家屋・土地の異動に関する届け出について
5 月 31 日（水）は、固定資産税
第 1期分の納期限です。
早めに納付しましょう。

　町では、食費等の物価高騰に直面している子育て世帯に対し、給付金を支給します。
手続きが必要でない対象者には、事前に案内文を郵送しています。

【問合せ先】役場健康福祉課　担当　梅林（電話 72-0334）

「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯）及び
（ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分）」のご案内

個別通知済の支給対象者
●令和 5年 3月分の児童扶養手当受給者の人
●令和 4年度に市町村民税均等割が非課税により、子育て世帯生活支援特別給付金を受給した人

以下の①～③いずれかに該当する人は、申請の手続きが必要です。

支給対象者
公的年金を受給していることにより、令和 5年 3月分の児童扶養手
当の受給を受けていない人
食費等の物価高騰を受けて家計が急変している、児童扶養手当を受
給している人と同じ水準の収入の人
ひとり親世帯以外および個別通知が届いていない、平成 17 年 4月
2日から令和 6年 2月 29 日までに出生した児童を養育している人
のうち、食事等の物価高騰を受けて家計が急変している人

支給額
児童一人あたり一律

申請期間

令和5年5月 1日から
令和6年2月 29日まで

①

②

③

子育て世帯への給付金を支給します。

５万円


